
 

中央区環境行動計画推進委員会設置要綱  

 

                         平成１０年６月８日 

１０中環環第１４５号 

平成１９年５月２５日 

１９中環環第７３号 

平成２１年１２月１日 

２１中環環第２７４号 

                         平成２３年 ４月 １日 

                         ２２中環環第３７５号 

                            令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 

                         ４ 中 環 管 第 １ 号 

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 

                         ４中環環第６４０号 

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 

６中環環第２５６８号 

 

（設置） 

第１条 中央区環境行動計画（以下「環境行動計画」という。）を着実に推進す

るため、施策の実施状況の分析、評価等（以下「評価等」という。）を行うと

ともに、評価等を踏まえた新たな施策を提案し、環境行動計画に反映させる

ため、中央区環境行動計画推進委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 環境行動計画を推進する施策の進行管理に関すること。 

(2) 環境行動計画を推進する施策の評価等に関すること。 

(3) 評価等を踏まえた新たな施策の提案に関すること。  

(4) 環境行動計画の改定に関すること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めること。 

（組織） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める人数以内

の者につき、区長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。 

(1) 学識経験等を有する者 ９人 

(2) 中央区職員 ４人 

 



 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

（委員長） 

第５条 委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により選任する。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職

務を代理する。 

 （会議） 

第６条 委員会は、委員長が招集する。  

２ 委員会は、年２回の開催とする。ただし、第２条第４号に掲げる事項を検

討する場合にあっては、委員長の必要と認める開催数とする。 

３ 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

４ 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見

を聴き、又は説明を求めることができる。 

５ 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員長が適当でないと認めるとき

は、非公開とすることができる。 

 （庶務） 

第７条 委員会の庶務は、環境土木部環境課において処理する。 

 （委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、

委員長が定める。 

   附 則  

１ この要綱は、平成１０年６月８日から施行する。 

２ この要綱の施行後、初めて委嘱し、又は任命する委員の任期は、第４条の

規定にかかわらず平成１２年３月３１日までとする。 

   附 則  

１ この要綱は、平成１９年５月２５日から施行する。 

２ この要綱の施行後、初めて委嘱し、又は任命する委員の任期は、第４条の

規定にかかわらず平成２０年３月３１日までとする。 

   附 則  

１ この要綱は、平成２１年１２月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の日以降、この要綱による改正後の中央区環境保全行動計

画検討委員会設置要綱（以下「改正後の要綱」という。）第３条の規定により



 

区長が初めて委嘱し、又は任命する委員の任期は、改正後の要綱第４条の規定

にかかわらず、委嘱又は任命の日から平成２３年３月３１日までとする。 

   附 則  

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 


